
報告第１号 

 

 

専決処分の報告について（損害賠償額の決定） 

 

 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別

紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

 

令和８年６月３日提出 

 

 

岬町長　田　代　　　堯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専　決　処　分　書 

 

 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

 

 

１　事故発生日時　　令和７年１０月６日（月）午前９時３０分頃 

 

２　事故発生場所　　岬町淡輪１５４１番地の１付近 

 

３　損害賠償の　　　岬町淡輪１５３８番地の１ 

相手方　　　　　株式会社ＷＩＳＴＥＲＩＡ 

 

４　事故の概要　　　相手方が社用車両を自社駐車場に駐車していたところ、

本町の職員が町道畑線沿いを草刈りした際に飛び石が

発生し、当該車両が損傷した。 

 

５　損害賠償の額　　１４７，８１４円 

 

 

 

 

 

（理　由） 

　　本件は、町長の専決処分事項の指定（平成１８年３月２３日議決）に定め

る町長において専決処分することができる事項（１件５０万円以下において、

法律上町の義務に属する損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解に関

すること。）に該当するので、地方自治法第１８０条第１項の規定により専

決処分する。 

 

令和８年３月６日専決 

 

岬町長　田　代　　　堯 
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作業員草刈箇所 



hokennenkin
タイプライタ
損傷車両


